
内部通報（ホットライン）制度の仕組み 

（公益社団法人日本ボート協会） 

 

                       【指導・育成等過程】 

  選手等                   指導者・競技団体 

（マネージャー等を含む）            （同僚等を含む）      

不正行為等 

（暴行・パワハラ・セクハラ等）

               通               調      勧 告 

                                        or 

    （匿名でも可能） 報  窓 口  査       処 分 

コンプライアンス

担当理事（弁護士）

           コンプライアンス委員会 

 

                             答  申 

理 事 会 

           結果通知等         

                           肯定   取消等 

    不 服 申 立                 不 服 申 立 

裁 定 委 員 会 

 

 

［注意事項］ 

１ 匿名（とくめい。名前を明らかにしないこと）で通報される場合には、連絡等

のために、本人を特定するのが難しい携帯電話番号や携帯情報端末のＥメールア

ドレス、仮の名前（「通報者Ａ」等）等を知らせてもらう必要があります。 

2  裁定委員会に不服申立ができる選手等は、直接不正行為等による被害を受けた  

方（親権者や代理人による申立は可能です）に限ります。 


